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デスクワークの合間にできる、リフレッシュできて
やる気もＵＰするストレッチを紹介します。

デスクワークなどで長時間座っていると、お尻の筋
肉が圧を受けて凝り固まり、腰痛や冷え性の原因に
なってしまいます。そうなる前に、ストレッチで疲れ
をほぐしましょう。

※動画は予告なしに終了する場合があります。

●息を止めずに行いましょう。
●強い痛みを感じる動作は行わないようにしましょう。
●イタ気持ちいいくらいに関節や筋肉を大きく動かしましょう。

イスから立つとき、股関節を
折るように背筋を伸ばしたま
ま前傾して、お尻を上げて立
ち上がります。
座るときは、股関節から前傾
して、お尻を突き出すように
して座ります。

1

アクセスはこちらから

【 】お尻のストレッチ

普段立ち上がるときの動作の
中で、心掛けてほしいストレッ
チです。

お尻上げストレッチ

お尻の筋肉を片方ずつストレッチします。

片足あぐらストレッチ

イスに座り、片方の足を反対の足のももに乗せ
ます。
股関節が硬い人は、乗せる側の足首と膝を持っ
て、足を少し揺らしてから上体を起こすと、安定
しやすくなります。

1

おへそを前に出すように前傾していき、お尻の筋
肉を伸ばし、呼吸を楽にしたまま、前傾の状態
で10秒キープします。反対側も同様に行います。

2

ストレッチをするときの注意点

膝をスライドさせるようにしながら
の立ち・座りは、お尻の筋肉が伸ば
されず硬くなってしまうので注意！

背筋を伸ばしたまま、
おへそから倒すよう
に意識しましょう。
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　健康保険で給付される高額療養費や、出産育児一時金、生命保険などから支給される
入院給付金など、保険金で補塡される額は医療費控除の対象外となります。
　保険金などで補塡される額は、その給付の目的となった医療費の額を限度として差し
引かれます。引ききれない額が生じた場合でも、ほかの医療費から差し引かれることは
ありません。

健康保険の高額療養費や出産育児一時金などと
併用できるの？Q

A

控除額の計算方法

ワンポイント

●世帯当たりの年間の医療費が10万円超なら
　超えた分を所得から控除
●控除額の上限は200万円
●医療費控除を受けるには
　確定申告が必要

セルフメディケーション税制の対象となる
市販薬には、上記マークが付いています。

　医療費控除の対象になるのは、主に「治療」に関わる費用です。
　医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担分のほか、通院のための公共交通機関によ
る交通費、出産費用、治療目的の市販薬の購入費なども対象です。
　一方、予防を目的とした人間ドックや予防接種の費用、疲れを取るためのマッサージ
費用などは対象外となります。

医療費控除の対象となる医療費はどんなものですか？Q
A

●医療機関の窓口で支払う医療費
●処方薬の購入費　
●治療目的で購入した市販薬の購入費
●医療機関に行くための電車やバスなどの交通費
●入院時の食事代／やむを得ない差額ベッド代
●治療目的で作成された診断書代
●リハビリ費用　●介護費用（一部）　●出産費用
●松葉づえや車イスなどのレンタル・購入費用
●�健康診断・人間ドックなどで異常が見つかった場合の費用
●レーシック手術などの近視治療の費用器等の使用

医療費の対象となるもの

●�健康診断・人間ドックなど予防に関わる費用
●�予防接種の費用
●�治療目的でないマッサージ費用
●�ビタミン剤など、病気予防や疲れを取る目的
の薬の購入費
●�医療機関に行くために利用した自家用車の
ガソリン代／駐車場代
●�入院時に自ら選択した個室代／寝間着等の
レンタル費用
●�医療用ウィッグの費用
●�一般的なコンタクトレンズ・眼鏡の作成費用

医療費の対象とならないもの

医療費控除の額
（上限200万円）

実際に支払った
医療費の合計額

保険金などで
  補塡される額※ 10万円＝ － －

セルフメディケーション
税制の控除額

（上限8万8,000 円）

対象の市販薬
（スイッチOTC医薬品等）

の購入額
保険金などで

  補塡される額※ 1 万2,000 円＝ － －

〈例〉・医療機関の窓口で支払った 1 年間の医療費の額…70,000円
　　・ドラッグストア等で 1 年間に購入したスイッチOTC医薬品等の額…40,000 円   ※保険金などで補塡される額はなし

医療費控除の額：（70,000 円＋40,000 円）－100,000 円＝10,000円
セルフメディケーション税制の控除額：40,000円－12,000 円＝28,000円

いずれかを選択

※その給付の目的となった医療費の額を限度として差し引く。
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